
 

令和６年４月１日に横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例が一部 

改正されたことで、南本牧最終処分場へのマニフェストの提出は原則不要となりました。ただ 

し、完了検査等で必要な場合は持参してください。その場合、運搬者は搬入終了時に必要事項 

が記載されたものを受け取り、排出者に写しを送付してください。 

 

 

＜よくある質問＞ 

Ｑ.処分事業場は何を記入するのか 

Ａ.名称：南本牧第５ブロック廃棄物最終処分場 

  住所：〒231-0816 

横浜市中区南本牧３番１、４番１地先 

  電話：045(625)9647 

 

Ｑ.処分受託者は何を記入するのか 

Ａ.名称：横浜市 

  住所：〒231-0005 

横浜市中区本町６-50-10 

  電話：045(671)2121 

【産業廃棄物管理票（マニフェスト）について】 
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